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研究成果の概要（和文）：スポーツに関わる倫理的問題として、指導者による虐待・体罰・ハラスメント（以下
虐待等と略）の問題、ドーピング、不正経理などスポーツ団体の不適切な運営の問題、八百長や違法な賭博、人
種差別等が挙げられる。これらの問題の克服が、スポーツ・インテグリティの実現にとって不可欠であるとされ
ている。本研究では、スポーツ指導者による虐待等の防止に関して、18歳未満の子どもを虐待等から保護する
child protection（以下CPと略）の世界で最も先進的な制度を整えてきたイギリスの制度に焦点を当てて考察し
た。本研究の結果、日本のスポーツ界においてスポーツ・インテグリティを実現することに関する示唆が得られ
た。

研究成果の概要（英文）：Ethical issues in sports include abuse, corporal punishment, and harassment 
by coaches (hereafter abbreviated as "abuse"), doping, improper management of sports organizations 
such as fraudulent accounting, match fixing, illegal gambling, and racism. Overcoming these issues 
is considered essential to realizing sports integrity. In this study, we focused on the UK system, 
which has the world's most advanced child protection (hereafter abbreviated as "CP") system for 
protecting children under the age of 18 from abuse, in order to prevent abuse by sports coaches. As 
a result of this study, we obtained suggestions for realizing sports integrity in the Japanese 
sports world.

研究分野： スポーツ法学

キーワード： スポーツ・インテグリティ　セーフガーディング　チャイルド・プロテクション　NSPCC CPSU　IOC　指
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究では、イギリスのCP制度の特徴の一つである、子どもと関わることに不適切な大人を子どもへのスポー
ツ指導から排除するDBS（Disclosure and Barring Service）制度についても考察した。イギリスでは、DBS制度
は、犯罪歴がない指導者は、DBS制度の網にかからないこと等のため、セーフガーディングにとって、特効薬で
はないと評価されている。また、2021年11月に本研究代表者を含めた日本国内のスポーツ法・政策の研究者及び
イギリスの研究者３名によりオンラインで国際シンポジウムを開催し、日本においても全競技横断的なセーフガ
ーディングの制度を構築する必要性が確認された。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
スポーツに関わる倫理的問題として、指導者による虐待・体罰・ハラスメント（以下虐待等と

略）の問題、ドーピング、不正経理などスポーツ団体の不適切な運営の問題、八百長や違法な賭
博、人種差別等が挙げられる。これらの問題の克服が、スポーツ・インテグリティの実現にとっ
て不可欠であるとされている。また、スポーツに関わる倫理的問題について、IOC は「インテグ
リティは信頼性を含意し、競争とスポーツ団体の信頼性はオリンピックアジェンダ 2020 の３つ
の柱の一つである」とし、競争のインテグリティとして IOC が取り組む３つの課題として「ド
ーピングとの闘い」「競争の操作の防止」「スポーツにおけるハラスメント及び虐待の防止」を掲
げ、ハラスメント及び虐待をドーピングと並びインテグリティの問題として捉えているなど、近
年国際的にもスポーツ・インテグリティの実現が喫緊の課題となっている。 
 
２．研究の目的 
本研究では、スポーツ指導者による虐待等の防止に関して、18 歳未満の子どもを虐待等から

保護する child protection（以下 CP と略）の世界で最も先進的な制度を整えてきたイギリスの
制度に関する本研究代表者の研究成果を踏まえ、上記の諸問題のイギリスでの取組を考察し、
2020 年に東京オリンピック・パラリンピック大会を開催する日本のスポーツ界において、スポ
ーツ・インテグリティを実現するために示唆を得ることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 本研究においては、イギリスのCP制度を構築する1989年・2004年子ども法、1998年人権法さ
らにはCPSU設立後制定された法律や政府・団体等のガイドラインの内容についてこれまでの研
究を基に検証する。スポーツ・インテグリティの実現にとって最も重要とされるのが、スポーツ
団体のガバナンス体制の構築である。そして、ガバナンス体制の理念としては(1)民主的な制度
の構築・運営、(2)法の支配の確立、(3)透明性・説明責任、(4)安全性の確保が挙げられる（合田
雄治郎、2015）。そのため、本研究では、これらの諸点について、CPに関する世界で最も優れた
制度を構築しているイギリスのスポーツ団体の倫理規程やCPのガイドラインを含めた内部規範
、さらにはイギリス政府の取組を考察した。 
 
４．研究成果 
研究期間初年度の 2017 年９月にイギリスで学術調査を実施し、UK Sport、CPSU、RFU、

Sport Resolution の各担当者と面会し、チチェスター大学で開催されたシンポジウムで研究発
表した。その結果、UK Sport と Sport England が共同で 2016 年 12 月に「スポーツガバナン
スに関する規程」（A Code for Sports Governance）を策定し、2017 年４月に公的な資金を受け
るあらゆるスポーツ団体が守るべき規範として施行されたこと、2017 年４月にデジタル・文化・ 
メディア・スポーツ省が「スポーツにおけるケアの義務」（Duty of Care in Sport: Independent 
Report to Government)を策定し、優先的勧告のほか、教育、 移送、代表等の勧告がなされたこ
とがわかった。これらの規程、報告書に CP に関わる内容が含まれており、スポーツ団体のガバ
ナンスの問題と CP を含めアスリートの福祉の確保が一体として捉えられていることがわかっ
た。 
また、2019 年３月にイギリスでの学術調査を実施した。訪問先は、Sport Integrity Global 

Alliance 及び Sport England のスポーツ・インテグリティ担当者、NSPCC CPSU ディレ
クター、スポーツ・インテグリティに詳しいバリスタ２名、ラフバラ大学のスポーツ・イン
テグリティの研究者、ハートフォードシャ―大学の Mike Callan 氏らスポーツ・インテグリ
ティやスポーツマネジメントの研究者である。これらの訪問調査の結果、イギリスでは、ス
ポーツ・インテグリティを包括的に規制する立法やスポーツ団体によるガイドラインは存
在せず、スポーツにおける暴力防止、八百長問題、不正経理、ドーピングなどスポーツ・イ
ンテグリティに関わる個別の問題ごとに法律が定められ、各スポーツ団体でもそれぞれの
問題に対応していることがわかった。また、ハートフォードシャ―大学では、スポーツ・イ
ンテグリティに関する国際シンポジウム及びリサーチセミナーで講演した。また、スポー
ツ・インテグリティの問題に含まれる子どもへの虐待防止について、2018 年７月に教育省
がスポーツに限らず大人から子どもへの包括的な虐待防止のためのガイドラインを改訂し
たこと、その中で Sport England または UK Sport から補助金の支給を受けているあらゆ
るスポーツ統制団体は CPSU NSPCC が定める CP のガイドラインに適合しなければなら
ないこと等が定められた。この規定を受けて NSPCC CPSU は、近年の法律改正及び教育
省のガイドラインの改訂等に対応するため、CPSU ガイドラインを 2018 年９月に改訂し
た。同ガイドラインでは 10 項目の指針が示され、その内容は指導者の倫理及び行為規程等
日本のスポーツ教育に示唆を与える内容が含まれている。 
また、2019 年度には、日本スポーツ法学会の学会大会で、次のとおり研究発表を行った。2017

年 11 月に IOC はアスリート保護のガイドライン「スポーツにおけるハラスメント及び虐待か



らのアスリート保護－国際競技連盟及び国内オリンピック委員会のための IOC ツールキット」
（Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport: IOC Toolkit for IFs and NOCs）
（以下 IOC Toolkit と略）を策定した。IOC Toolkit は、IOC 及びオリンピック・ムーブメント
にとってアスリートの安全と福祉が至高であることから、国内オリンピック委員会（NOC）及
び国際競技連盟（IF）がスポーツにおけるハラスメントや虐待からアスリートを保護するための
政策や手続を発展させることを支援することを目的とする。また、IOC Toolkit は、緒言、序論、
第１節「準備」(Preparation)、第２節「位置付け」(Positioning)、第３節「中核的な構成要素」
(Core components)、第４節「履行」(Implementation)、第５節「予防手段」(Preventative 
measures)から構成されている。 このガイドラインは、IF 及び NOC が保護方針を履行するた 
めの段階的（step-by-step）なガイドとなることが意図されている。そのため、Toolkit 内の特定
の提案は、銅(Bronze)、銀(Silver)、金（Gold）のフォーマットを使用して分析され、最良の実
践とみなされること（＝金）は何かを示し、最低限の要件（＝銅）は何かを示している。（Toolkit 
p18） 今後、NOC 及び IF が、この Toolkit に基づきアスリート保護のガイドラインの策定・整
備等を強化することが考えられる。 
また、2020 年度には DCMS 報告書の勧告に基づいて進められてきたアスリート保護の改革

の内容を確認するとともに、UK Coaching やイギリスのスポーツ団体の HP 上に公開されてい
るケアの義務に関わる制度改正の内容を考察した。2017 年４月に、イギリスのデジタル・文化・
メディア・スポーツ省（Department for Digital, Culture, Media & Sport）（以下 DCMS と略）
は「スポーツに おけるケアの義務：政府への独立報告書」（Duty of Care in Sport: Independent 
Report to Government （以下「DCMS 報告書」と略）を策定した。DCMS 報告書の勧告によ
るイギリススポーツ団体のアスリート保護への影響として、次のこと等が挙げられる。 DCMS
報告書の勧告内容は、イギリスの Safeguarding（アスリート保護）に関する制度に広範囲に関
わっており、UK Coaching や BJA、Swim England などのスポーツ団体のコーチングの研修制
度や Safeguarding に関する制度改革をもたらした。また、UK Coaching による Duty to Care
を実現するための５つの柱に関する研修制度の創設は、コーチから指導を受ける人々の幸福を
実現することにとどまらず、指導をするコーチ自身の幸福をまず実現するという考え方に基づ
いている。日本においてコーチングの在り方の見直しが議論される場合、指導を受けるアスリー
トへの接し方などコーチングの技術的な面について議論が集中し、指導をするコーチの幸福を
まず実現するという視点に欠けている。その点に、ケアの義務を中心として構築された UK 
Coaching による５つの柱に関する研修制度の意義があり、日本でもコーチングの在り方の見直
しの議論において参考にすべき視点であると考える。 
 本研究の一環として、2021 年 11 月に日本体育・スポーツ政策学会の学会大会では、本研究代
表者を含めた日本国内のスポーツ法・政策の研究者及びイギリスの研究者３名によりオンライ
ンで国際シンポジウムを開催した。その結果、日本においても全競技横断的なセーフガーディン
グの制度を構築する必要性が確認された。 
また、本研究では、イギリスの CP 制度の特徴の一つである、子どもと関わることに不適切な

大人を子どもへのスポーツ指導から排除する DBS（Disclosure and Barring Service）制度につ
いて考察した。この DBS 制度は、イギリスの機関 Disclosure & Barring Service（制度名と同
じ）によって構築されており、スポーツ分野に関するガイドライン DBS Checks in Sport-
Working with Children が策定されている。その結果、イギリスの DBS 制度では、仕事 （job）
ではなく申請者の役割（role）に応じて、犯罪歴等の有無で不適格かどうかが判断され、また、
スポーツ分野において「子どもと規制された活動」に従事する役割につく場合は、４つのレベル
の DBS チェックのうち、最も厳しい、禁止表を伴う高度なチェックの証明書が必要になる。ま
た、イギリスの女子体操の事件が示しているように、DBS 制度は、過去に子どもと関わること
に不適切な犯罪歴のある指導者を排除する制度なので、犯罪歴がない指導者は、DBS 制度の網
にかからない。したがって、日本で DBS 制度を導入すれば、教師等の体罰が根絶されることに
はならない。そのため、日本で制度構築する場合、イギリスの CP 制度のように、専門機関を設
立した上で、あらゆるスポーツ団体が関わる包括的な制度とする必要がある。 
最終年度では、Safe Sport International（以下 SSI と略）の主催でロンドンで開催された

Conference に参加し、セーフガーディングに関する研究や国際的動向を調査した。その結果、
同 Conference において、SSI により International Safeguards for adults in Sport が公表され
た。同ガイドラインは、セーフガーディングポリシー：18 歳以上の大人のスポーツ活動に責任
のあるあらゆる団体は、大人を保護するポリシーを持つべきであるなど８つの項目から構成さ
れている。SSI は、2014 年に国際セーフスポーツの原則、2012 年に International Safeguards 
for Children in Sport とセーフガーディングに関する国際的なガイドラインを策定している。
IOC による Toolkit の策定（2017 年）など、世界のスポーツ界はガイドラインの策定・実効化
の段階に入っていると考える。2021 年 11 月に開催した国際シンポジウムなど研究期間全体の
研究により、日本でも全競技横断的な包括的な CP の制度の整備が必要であることが確認でき
た。 
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